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(57)【要約】
【課題】ネットワーク上の送受話装置以外の装置でエコ
ーキャンセルして送受話装置の小型化や省電力化を実現
する。
【解決手段】本発明は、２線４線変換回路を備える対向
装置との間の伝搬遅延時間を推定する伝搬遅延時間推定
装置において、ネットワークにおける往復伝搬遅延時間
を計測する第１の遅延時間計測手段と、対向装置に、特
徴を有する音声特徴信号を送信し、処理後の対向装置か
らの受信信号と、音声特徴信号との相関関係により検出
したエコー成分の遅延時間を計測する第２の遅延時間計
測手段と、往復伝搬遅延時間と遅延時間とに基づいて、
装置内遅延時間を推定する装置内遅延時間推定手段と、
装置内遅延時間と推定時の往復伝搬遅延時間とに基づい
て伝搬遅延時間を推定する伝搬遅延時間推定手段とを備
える。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して、２線４線変換回路を備える対向装置との間の伝搬遅延時間を推
定する伝搬遅延時間推定装置において、
　上記ネットワークを介して上記対向装置に確認信号を送信し、上記対向装置から応答信
号を受信するまでの上記ネットワークにおける往復伝搬遅延時間を計測する第１の遅延時
間計測手段と、
　上記ネットワークを介して上記対向装置に、特徴を有する音声特徴信号を送信し、上記
対向装置内での処理後に、上記対向装置から受信した受信信号と、上記音声特徴信号との
相関関係により検出したエコー成分の遅延時間を計測する第２の遅延時間計測手段と、
　上記第１の遅延時間計測手段による上記往復伝搬遅延時間と、上記第２の遅延時間計測
手段による上記遅延時間とに基づいて、上記対向装置内の装置内遅延時間を推定する装置
内遅延時間推定手段と、
　上記装置内遅延時間と、推定時に、上記第１の遅延時間計測手段により計測された上記
往復伝搬遅延時間とに基づいて、その時点における上記対向装置との間の上記伝搬遅延時
間を推定する伝搬遅延時間推定手段と
　を備えることを特徴とする伝搬遅延時間推定装置。
【請求項２】
　上記装置内遅延時間を保持する装置内遅延時間保持手段を備え、
　上記伝搬遅延時間推定手段が、上記装置内遅延時間保持手段に保持されている上記装置
内遅延時間を用いて、上記対向装置との間の上記伝搬遅延時間を推定することを特徴とす
る請求項１に記載の伝搬遅延時間推定装置。
【請求項３】
　ネットワークを介して、２線４線変換回路を備える対向装置との間の伝搬遅延時間を推
定する伝搬遅延時間推定プログラムにおいて、
　コンピュータを、
　上記ネットワークを介して上記対向装置に確認信号を送信し、上記対向装置から応答信
号を受信するまでの上記ネットワークにおける往復伝搬遅延時間を計測する第１の遅延時
間計測手段と、
　上記ネットワークを介して上記対向装置に、特徴を有する音声特徴信号を送信し、上記
対向装置内での処理後に、上記対向装置から受信した受信信号と、上記音声特徴信号との
相関関係により検出したエコー成分の遅延時間を計測する第２の遅延時間計測手段と、
　上記第１の遅延時間計測手段による上記往復伝搬遅延時間と、上記第２の遅延時間計測
手段による上記遅延時間とに基づいて、上記対向装置内の装置内遅延時間を推定する装置
内遅延時間推定手段と、
　上記装置内遅延時間と、推定時に、上記第１の遅延時間計測手段により計測された上記
往復伝搬遅延時間とに基づいて、その時点における上記対向装置との間の上記伝搬遅延時
間を推定する伝搬遅延時間推定手段と
　して機能させることを特徴とする伝搬遅延時間推定プログラム。
【請求項４】
　２線４線変換回路を備える第１の送受話装置が接続するネットワーク上に配置されたエ
コーキャンセラにおいて、
　上記ネットワークを介して、上記第１の送受話装置との間の往復伝搬遅延時間を推定す
る、請求項１又は２に記載の伝搬遅延時間推定装置である伝搬遅延時間推定手段と、
　上記第１の送受話装置と対向する第２の送受話装置から受信した音声信号に、上記伝搬
遅延時間を付与する遅延付与手段と、
　上記第２の送受話装置からの上記音声信号を上記ネットワークを介して上記第１の送受
話装置に送信され、上記第１の送受話装置内での処理後、上記第１の送受話装置から上記
ネットワークを介して受信した受信音声信号と、上記伝搬遅延時間の付与後の上記音声信
号とに基づいて、エコーレプリカを生成するエコーレプリカ生成手段と、
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　上記第１の送受話装置から受信した上記受信信号から上記エコーレプリカを減算してエ
コー成分を除去するエコー成分除去手段と
　を備えることを特徴とするエコーキャンセラ。
【請求項５】
　上記第１の送受話装置からの上記受信信号の順序及び又は重複を検出する順序／重複検
出手段を備え、
　上記エコーレプリカ手段が、上記順序／重複検出手段による検出結果に応じて、上記エ
コーレプリカの順序を整合させ、整合後の上記エコーレプリカを上記エコー成分除去手段
に出力する
　ことを特徴とする請求項４に記載のエコーキャンセラ。
【請求項６】
　２線４線変換回路を備える第１の送受話装置が接続するネットワーク上に配置されたエ
コーキャンセルプログラムにおいて、
　コンピュータを、
　上記ネットワークを介して、上記第１の送受話装置との間の往復伝搬遅延時間を推定す
る、請求項１又は２に記載の伝搬遅延時間推定装置である伝搬遅延時間推定手段と、
　上記第１の送受話装置と対向する第２の送受話装置から受信した音声信号に、上記伝搬
遅延時間を付与する遅延付与手段と、
　上記第２の送受話装置からの上記音声信号を上記ネットワークを介して上記第１の送受
話装置に送信され、上記第１の送受話装置内での処理後、上記第１の送受話装置から上記
ネットワークを介して受信した受信音声信号と、上記伝搬遅延時間の付与後の上記音声信
号とに基づいて、エコーレプリカを生成するエコーレプリカ生成手段と、
　上記第１の送受話装置から受信した上記受信信号から上記エコーレプリカを減算してエ
コー成分を除去するエコー成分除去手段と
　して機能させることを特徴とするエコーキャンセルプログラム。
【請求項７】
　２線４線変換回路を備える第１の送受話装置が接続するネットワーク上に配置されたエ
コーキャンセル方法において、
　請求項１又は請求項２に記載の伝搬遅延時間推定装置である伝搬遅延推定手段が、上記
ネットワークを介して、上記第１の送受話装置との間の往復伝搬遅延時間を推定し、
　遅延付与手段が、上記第１の送受話装置と対向する第２の送受話装置から受信した音声
信号に、上記伝搬遅延時間を付与し、
　エコーレプリカ生成手段が、上記第２の送受話装置からの上記音声信号を上記ネットワ
ークを介して上記第１の送受話装置に送信され、上記第１の送受話装置内での処理後、上
記第１の送受話装置から上記ネットワークを介して受信した受信音声信号と、上記伝搬遅
延時間の付与後の上記音声信号とに基づいて、エコーレプリカを生成し、
　エコー成分除去手段が、上記第１の送受話装置から受信した上記受信信号から上記エコ
ーレプリカを減算してエコー成分を除去する
　ことを特徴とするエコーキャンセルプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、伝搬遅延時間推定装置及びプログラム、並びに、エコーキャンセラ、エコー
キャンセルプログラム及びエコーキャンセル方法に関し、例えば、ネットワークに接続し
ている送受話端末以外の他の装置上でエコーキャンセルするエコーキャンセラ及び伝搬遅
延時間推定装置に適用し得る。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、従来の音声通信系において、ハイブリッド回路を搭載する送受話装置には、ハ
イブリッドエコーを除去するためのエコーキャンセラが設けられている。
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【０００３】
　近年、電話端末と接続している送受話装置については小型化や省電力化などが要求され
ており、これまで送受話装置が搭載しているエコーキャンセルを行なうリソースを省いて
、ネットワーク上のリモート装置が、通話相手に向けて送信される信号からエコー成分を
除去することが求められている。
【０００４】
　特許文献１には、ネットワーク上のリモート装置がエコーキャンセル処理を行なうこと
が開示されている。具体的には、送受話装置が、同時刻の送話信号と受話信号とをネット
ワーク上のリモート装置に送信する。リモート装置は、同時刻の送話信号と受話信号とか
らエコーパス情報を求めて、受話信号によるエコーレプリカを生成し、送話信号からエコ
ーレプリカを消去してエコーキャンセルを行なう。その後、送受話装置の代わりに、リモ
ート装置がエコーキャンセル後の音声信号を対話者の端末に送信する。
【０００５】
　通常、送受話装置が行なうエコーキャンセル処理を、ネットワーク上のリモート装置で
実施できるので、送受話装置の負担を軽減できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１４－０３６２９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従来、エコーキャンセラを搭載した送受話装置は、ハイブリッド回路のエコー反射点と
、音声信号をパケット化する箇所との伝搬遅延時間が非常に小さかったが、ネットワーク
上にエコーキャンセラを設けることになると、エコーキャンセラとエコー反射点との間の
距離が長くなる。また、エコーキャンセラとエコー反射点との間にＩＰ網が介在する場合
、ＩＰ網における信号の揺らぎや遅延が生じ得るので、エコーキャンセラとエコー反射点
との間の伝搬遅延時間を推定することが難しくなり、エコー除去が難しくなる。
【０００８】
　上述した特許文献１の記載技術は、送受話装置が、同時刻の送話信号と受話信号との双
方をリモート装置に送信しなければならず、一般の音声通信系の送受話装置にはない工程
が必要となり、一般の音声通信系における汎用的な送受話装置には使用できない。
【０００９】
　そのため、ネットワークに接続している送受話装置以外の他の装置がエコーキャンセル
を実施し、送受話装置の小型化や省電力化を実現できる伝搬遅延時間推定装置及びプログ
ラム、並びに、エコーキャンセラ、エコーキャンセルプログラム及びエコーキャンセル方
法が求められている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　かかる課題を解決するために、第１の本発明は、ネットワークを介して、２線４線変換
回路を備える対向装置との間の伝搬遅延時間を推定する伝搬遅延時間推定装置において、
（１）ネットワークを介して対向装置に確認信号を送信し、対向装置から応答信号を受信
するまでの上記ネットワークにおける往復伝搬遅延時間を計測する第１の遅延時間計測手
段と、（２）ネットワークを介して対向装置に、特徴を有する音声特徴信号を送信し、対
向装置内での処理後に、対向装置から受信した受信信号と、音声特徴信号との相関関係に
より検出したエコー成分の遅延時間を計測する第２の遅延時間計測手段と、（３）第１の
遅延時間計測手段による往復伝搬遅延時間と、第２の遅延時間計測手段による遅延時間と
に基づいて、対向装置内の装置内遅延時間を推定する装置内遅延時間推定手段と、（４）
装置内遅延時間と、推定時に、第１の遅延時間計測手段により計測された往復伝搬遅延時
間とに基づいて、その時点における対向装置との間の伝搬遅延時間を推定する伝搬遅延時
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間推定手段とを備えることを特徴とする。
【００１１】
　第２の本発明は、ネットワークを介して、２線４線変換回路を備える対向装置との間の
伝搬遅延時間を推定する伝搬遅延時間推定プログラムにおいて、コンピュータを、（１）
ネットワークを介して対向装置に確認信号を送信し、対向装置から応答信号を受信するま
でのネットワークにおける往復伝搬遅延時間を計測する第１の遅延時間計測手段と、（２
）ネットワークを介して対向装置に、特徴を有する音声特徴信号を送信し、対向装置内で
の処理後に、対向装置から受信した受信信号と、音声特徴信号との相関関係により検出し
たエコー成分の遅延時間を計測する第２の遅延時間計測手段と、（３）第１の遅延時間計
測手段による往復伝搬遅延時間と、第２の遅延時間計測手段による遅延時間とに基づいて
、対向装置内の装置内遅延時間を推定する装置内遅延時間推定手段と、（４）装置内遅延
時間と、推定時に、第１の遅延時間計測手段により計測された往復伝搬遅延時間とに基づ
いて、その時点における対向装置との間の伝搬遅延時間を推定する伝搬遅延時間推定手段
として機能させることを特徴とする。
【００１２】
　第３の本発明は、２線４線変換回路を備える第１の送受話装置が接続するネットワーク
上に配置されたエコーキャンセラにおいて、（１）ネットワークを介して、第１の送受話
装置との間の往復伝搬遅延時間を推定する、第１の本発明に係る伝搬遅延時間推定装置で
ある伝搬遅延時間推定手段と、（２）第１の送受話装置と対向する第２の送受話装置から
受信した音声信号に、伝搬遅延時間を付与する遅延付与手段と、（３）第２の送受話装置
からの音声信号をネットワークを介して第１の送受話装置に送信され、第１の送受話装置
内での処理後、第１の送受話装置からネットワークを介して受信した受信音声信号と、伝
搬遅延時間の付与後の音声信号とに基づいて、エコーレプリカを生成するエコーレプリカ
生成手段と、（４）第１の送受話装置から受信した受信信号からエコーレプリカを減算し
てエコー成分を除去するエコー成分除去手段とを備えることを特徴とする。
【００１３】
　第４の本発明は、２線４線変換回路を備える第１の送受話装置が接続するネットワーク
上に配置されたエコーキャンセルプログラムにおいて、コンピュータを、（１）ネットワ
ークを介して、第１の送受話装置との間の往復伝搬遅延時間を推定する、第１の本発明の
伝搬遅延時間推定装置である伝搬遅延時間推定手段と、（２）第１の送受話装置と対向す
る第２の送受話装置から受信した音声信号に、伝搬遅延時間を付与する遅延付与手段と、
（３）第２の送受話装置からの音声信号をネットワークを介して第１の送受話装置に送信
され、第１の送受話装置内での処理後、第１の送受話装置からネットワークを介して受信
した受信音声信号と、伝搬遅延時間の付与後の音声信号とに基づいて、エコーレプリカを
生成するエコーレプリカ生成手段と、（４）第１の送受話装置から受信した受信信号から
エコーレプリカを減算してエコー成分を除去するエコー成分除去手段として機能させるこ
とを特徴とする。
【００１４】
　第５の本発明は、２線４線変換回路を備える第１の送受話装置が接続するネットワーク
上に配置されたエコーキャンセル方法において、（１）第１の本発明の伝搬遅延時間推定
装置である伝搬遅延推定手段が、ネットワークを介して、第１の送受話装置との間の往復
伝搬遅延時間を推定し、（２）遅延付与手段が、第１の送受話装置と対向する第２の送受
話装置から受信した音声信号に、伝搬遅延時間を付与し、（３）エコーレプリカ生成手段
が、第２の送受話装置からの音声信号をネットワークを介して第１の送受話装置に送信さ
れ、第１の送受話装置内での処理後、第１の送受話装置からネットワークを介して受信し
た受信音声信号と、伝搬遅延時間の付与後の音声信号とに基づいて、エコーレプリカを生
成し、（４）エコー成分除去手段が、第１の送受話装置から受信した受信信号からエコー
レプリカを減算してエコー成分を除去することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
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　本発明によれば、ネットワークに接続している送受話装置以外の他の装置がエコーキャ
ンセルを実施し、送受話装置の小型化や省電力化を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】第１の実施形態に係るリモート装置に搭載されるエコーキャンセラの内部構成を
示す内部構成図である。
【図２】第１の実施形態に係る音声通信系の全体的な構成を示す全体構成図である。
【図３】第１の実施形態に係る伝搬遅延時間推定部の内部構成の一例を示す内部構成図で
ある。
【図４】第２の実施形態に係る音声通信系の全体的な構成を示す全体構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　（Ａ）第１の実施形態
　以下では、本発明に係る伝搬遅延時間推定装置及びプログラム、並びに、エコーキャン
セラ、エコーキャンセルプログラム及びエコーキャンセル方法の第１の実施形態を、図面
を参照しながら詳細に説明する。
【００１８】
　（Ａ－１）第１の実施形態の構成
　（Ａ－１－１）全体構成
　図２は、第１の実施形態に係る音声通信系の全体的な構成を示す全体構成図である。
【００１９】
　図２において、音声通信系１０は、リモート装置１、送受話装置２、送受話装置３、近
端側電話端末４－１、遠端側電話端末４－２、近端側ネットワーク（以下では、「第１の
回線網」とも呼ぶ。）７、遠端側ネットワーク（以下では、「第２の回線網」とも呼ぶ。
）６を有する。
【００２０】
　以下では、送受話装置２のハイブリッド回路２１にて回線エコーが発生するものとする
。エコーパス（エコー経路）に接続されている送受話装置２を「近端側送受話装置」と呼
び、これに対向する送受話装置３を「遠端側送受話装置」と呼んで説明する。
【００２１】
　音声通信系１０では、近端側送受話装置２が近端側ネットワーク７と接続しており、遠
端側送受話装置３が遠端側ネットワーク６と接続している。リモート装置１は、近端側ネ
ットワーク７と遠端側ネットワーク６と接続している。近端側送受話装置２と遠端側送受
話装置３との間で通信する音声信号（音声パケット）は、近端側ネットワーク７、リモー
ト装置１、遠端側ネットワーク６を介して授受される。
【００２２】
　近端側ネットワーク７は、例えば、固定電話回線網（ＰＳＴＮ）や、既に事業者により
敷設されているレガシーのＩＰ網や、これらを組み合わせた網などを適用できる。この実
施形態では、ＩＰ網である場合を例示する。遠端側ネットワーク６は、例えばインターネ
ットなどに代表されるＩＰ網である。いずれにしても、音声通信系１０は、近端側ネット
ワーク７を、ＩＰ網である遠端側ネットワーク６と相互接続することを想定する。
【００２３】
　この実施形態では、ＩＰ網としての近端側ネットワーク７と、ＩＰ網としての遠端側ネ
ットワーク６との間にリモート装置１を介在させて音声通信を行なう場合を想定して説明
する。
【００２４】
　近端側電話端末４－１は、近端話者が使用するものであり、近端側送受話装置２と接続
している。遠端側電話端末４－２は、近端話者の対向話者である遠端話者が使用するもの
であり、遠端側送受話装置３と接続している。近端側電話端末４－１及び遠端側電話端末
４－２は、例えば固定電話機、ソフトフォンなどを適用できる。
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【００２５】
　遠端側送受話装置３は、遠端側電話端末４－２と遠端側ネットワーク６と接続可能であ
り、遠端側電話端末４－２との音声通信を行なうものである。遠端側送受話装置３は、１
又は複数の遠端側電話端末４－２と接続可能である。なお、遠端側送受話装置３には、従
来の送受話装置と同様に、ハイブリッド回路３１と、エコキャンセラ３２とが搭載されて
いる場合を例示している。
【００２６】
　近端側送受話装置２は、近端側電話端末４－１と近端側ネットワーク７とに接続可能で
あり、近端側電話端末４－１の音声通信を行なう。近端側送受話装置２は、近端側電話端
末４－１と接続する加入者線（２線式）と中継線（４線式）との間を変換するハイブリッ
ド回路（２線－４線変換回路）２１が設けられている。遠端側からの信号が、ハイブリッ
ド回路２１を介して近端側電話端末４－１に到達すると、ハイブリッド回路２１のインピ
ーダンス不整合により、当該信号の一部がハイブリッド回路２１で反射し、これにより回
り込みエコーが発生する。
【００２７】
　リモート装置１は、近端側ネットワーク７及び遠端側ネットワーク６に接続可能であり
、近端側ネットワーク７と遠端側ネットワーク６との間で授受される信号を相互変換して
送受信する。
【００２８】
　リモート装置１には、近端側ネットワーク７を介して、近端側から遠端側に向けて送信
された信号（以下では、「近端信号」とも呼ぶ。）が入力し、その入力された信号に含ま
れるエコー信号（エコー成分）を除去するエコーキャンセラ装置１１が設けられている。
【００２９】
　この実施形態では、近端側送受話装置２にはエコーキャンセラが搭載されていない場合
を例示しており、これの代わりに対向者との間にエコーキャンセル処理を行なうため、リ
モート装置１にエコーキャンセラ装置１１を設けている。したがって、近端側送受話装置
２のエコーキャンセラを廃することができるため、近端側送受話装置２を、より小型化で
き、かつ、省電力化することが可能となる。
【００３０】
　エコーキャンセラ装置１１には、ハイブリッド回路２１と近端側電話端末４－１との間
の２線伝送路を介してエコー経路で反射し、さらに２線伝送路を介して戻ってきたエコー
信号が近端側ネットワーク７を介して入力する。エコーキャンセラ装置１１は、近端側ネ
ットワーク７を介して、入力したエコー信号を、ハイブリッド回路２１から送出された近
端信号から除去する。エコーキャンセラ装置１１は、遠端側から近端側に向けた遠端信号
に基づいて、適応フィルタなどを用いてエコーレプリカ（推定エコー信号）生成し、生成
したエコーレプリカを用いてエコー信号を除去する。
【００３１】
　（Ａ－１－２）エコーキャンセラ
　図１は、第１の実施形態に係るリモート装置１に搭載されるエコーキャンセラ装置１１
の内部構成を示す内部構成図である。
【００３２】
　図１において、エコーキャンセラ装置１１は、伝搬遅延時間推定部５１、順序入替／重
複検出部５２、減算部５３、装置内遅延時間保持部５４、エコーレプリカ生成部５５、遅
延付加部５６を有する。
【００３３】
　エコーキャンセラ装置１１は、例えば情報処理装置に搭載されるものである。エコーキ
ャンセラ装置１１は、例えば、専用ボードとして構築されたものであっても良く、ＤＳＰ
（デジタルシグナルプロセッサ）へのエコー経路遅延測定プログラムの書き込みによって
実現されたものであっても良く、ＣＰＵと、ＣＰＵが実行するソフトウェア（例えば、伝
搬遅延推定プログラム、エコーキャンセルプログラムなど）によって実現されたものであ
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っても良いが、機能的には、図１で表すことができる。
【００３４】
　［伝搬遅延時間推定部］
　伝搬遅延時間推定部５１は、近端側送受話装置２と遠端側送受話装置３との間の音声通
信開始時に、近端側ネットワーク７を介して、当該近端側送受話装置２とエコーキャンセ
ラ装置１１との間の往復伝搬遅延時間を測定し、当該往復伝搬遅延時間を用いて、近端側
ネットワーク７を介して、近端側送受話装置２から反射して戻ってくるエコー信号の遅延
時間（伝搬遅延時間）を推定する。
【００３５】
　図１において、伝搬遅延時間推定部５１は、往復伝搬遅延時間計測部５１１、伝搬遅延
時間計測部５１２、装置内遅延時間推定部５１３、遅延時間推定部５１４とを有する。
【００３６】
　＜往復伝搬遅延時間計測部＞
　往復伝搬遅延時間計測部５１１は、近端側ネットワーク７を介した近端側送受話装置２
とエコーキャンセラ装置１１との間の往復伝搬遅延時間を計測する。例えば、往復伝搬遅
延時間計測部５１１は、ｐｉｎｇなどを適用できる。具体的には、往復伝搬遅延時間計測
部５１１は、近端側ネットワーク７を介して、近端側送受話装置２を宛先としてｐｉｎｇ
信号を送信し、近端側送受話装置２のｐｉｎｇ応答でｐｉｎｇ信号が戻ってきた往復時間
（ラウンドトリップ時間）を計測する。ｐｉｎｇ機能は、多くの通信機器に搭載されてい
ることが多く、近端側送受話装置２の通信インターフェース部２３にもｐｉｎｇ機能が存
在し、ｐｉｎｇ応答することが期待できる。なお、往復伝搬遅延時間計測部５１１による
計測は、音声通信が実施されている期間に限定されず、常時かつ複数回実施する。
【００３７】
　＜伝搬遅延時間計測部＞
　伝搬遅延時間計測部５１２は、近端側ネットワーク７を介して、エコー成分を検出する
ことが可能な音声特徴信号を近端側送受話装置２に送信し、近端側送受話装置２から戻っ
てきたエコー信号と、当該音声特徴信号との相関関係によりエコー成分を検出し、音声特
徴信号に基づくエコー信号の伝搬遅延時間を計測する。
【００３８】
　ここで、音声特徴信号は、例えばパルス波形のようなエコー成分を検出しやすい特徴形
状をもつ音声信号とすることができる。音声特徴信号は、特徴形状を有するものであれば
、様々な音声信号を用いることができ、計測時に生成したものであっても良いし、事前に
サンプル波形として保持しているものでも良い。また、エコーキャンセラ装置１１が受信
した、遠端側から近端側に向けて送出された音声信号（遠端話者の音声信号）から特徴的
な音声信号を抽出したものでもよい。いずれにしても音声特徴信号は、近端側送受話装置
２のハイブリッド回路２１で反射して、発生したエコーが近端側ネットワーク７を介して
戻ってきたときに、エコー成分として検出可能な特徴形状を持つものとすることができる
。
【００３９】
　また、伝搬遅延時間計測部５１２は、近端側送受話装置２と遠端側送受話装置３との間
の音声通信の開始時又は開始直後に、極短時間のみ音声特徴信号を、近端側送受話装置２
に送信する。
【００４０】
　＜装置内遅延時間推定部＞
　装置内遅延時間推定部５１３は、往復伝搬遅延時間計測部５１１により計測された往復
伝搬遅延時間と、伝搬遅延時間計測部５１２により計測された遅延時間とに基づいて、近
端側送受話装置２内の遅延時間を導出する。
【００４１】
　この近端側送受話装置２内の遅延時間を「装置内遅延時間」とも呼ぶ。装置内遅延時間
Ｄ１の導出方法の一例（概念）を以下に説明する。
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［装置内遅延時間Ｄ１］＝［遅延時間Ｄ２］－［往復伝搬遅延時間Ｔｒｔｔ］…（１）
【００４２】
　式（１）において、往復伝搬遅延時間Ｔｒｔｔは、伝搬遅延時間計測部５１２が音声特
徴信号を用いて計測した遅延時間Ｄ２と同じタイミング（同時刻）で、往復伝搬遅延時間
計測部５１１が計測した往復伝搬遅延時間である。
【００４３】
　伝搬遅延時間計測部５１２により計測された遅延時間Ｄ２は、音声特徴信号が近端側ネ
ットワーク７を介して近端側送受話装置２に到達し、ハイブリッド回路２１で反射し、エ
コー信号が発生し、その後、近端側ネットワーク７を介して戻ってくるまでの遅延時間で
ある。
【００４４】
　これに対して、往復伝搬遅延時間計測部５１１により計測される往復伝搬遅延時間Ｔｒ

ｔｔは、同時刻に、近端側送受話装置２とエコーキャンセラ装置１１との間の近端側ネッ
トワーク７における往復伝搬遅延時間である。近端側ネットワーク７では揺らぎや遅延が
生じ得るので、往復伝搬遅延時間Ｔｒｔｔは、変動し得る遅延時間といえる。したがって
、往復伝搬遅延時間Ｔｒｔｔは遅延時間Ｄ２と同時刻に計測する。なお、変動し得る往復
伝搬遅延時間Ｔｒｔｔについては、過去数回計測した往復伝搬遅延時間の平均をとるなど
して得た時間でもよい。
【００４５】
　式（１）に従って導出された装置内遅延時間Ｄ１は、近端側送受話装置２の装置内処理
に係る遅延時間となる。換言すると、近端側送受話装置２に音声特徴信号が到達し、これ
に由来するエコー信号の近端側送受話装置２内の遅延時間とも言える。
【００４６】
　装置内遅延時間推定部５１３は、導出した装置内遅延時間を、装置内遅延時間保持部５
４に与えて保持させる。装置内遅延時間Ｄ１は変動がないものと捉えることができるので
、その後のエコー信号の伝搬遅延時間を推定する際にも、当該近端側送受話装置２の装置
内遅延時間を使用することが可能である。
【００４７】
　換言すると、装置内遅延時間推定部５１３は、近端側送受話装置２と遠端側送受話装置
３との間の音声通信開始毎に、当該近端側送受話装置２に関する装置内遅延時間を導出し
ても良いし、装置内遅延時間保持部５４に保持されている当該近端側送受話装置２に関す
る装置内遅延時間を使用するときには、当該装置内遅延時間を導出しないようにしてもよ
い。
【００４８】
　＜遅延時間推定部＞
　遅延時間推定部５１４は、近端側送受話装置２と遠端側送受話装置３との間の音声通信
が開始すると、当該近端側送受話装置２の装置内遅延時間と、往復伝搬遅延時間計測部５
１１により計測された往復伝搬遅延時間とに基づいて、伝搬遅延時間を推定する。この推
定した伝搬遅延時間は、遅延付加部５６に与えられる。
【００４９】
　前記装置内遅延時間については、伝搬遅延時間を推定する時点で、改めて、装置内遅延
時間推定部５１３が導出したものでもよいし、装置内遅延時間保持部５４に保持されてい
る当該近端側送受話装置２の装置内遅延時間を使用しても良い。装置内遅延時間保持部５
４に保持されている装置内遅延時間を用いることで、音声通信毎に実施しなくなるので、
処理負荷を軽減できる。
【００５０】
　伝搬遅延時間の推定方法の一例（概念）を以下に説明する。
［伝搬遅延時間Ｄ３］＝［装置内遅延時間Ｄ１］＋［往復伝搬遅延時間Ｔｒｔｔ］…（２
）
【００５１】
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　式（２）において、往復伝搬遅延時間Ｔｒｔｔは、上述したように近端側ネットワーク
７における揺らぎ遅延などで変動し得るので、伝搬遅延時間Ｄ３を推定する時点と同じタ
イミングで計測される。なお、変動し得る往復伝搬遅延時間Ｔｒｔｔについては、過去数
回計測した往復伝搬遅延時間の平均をとるなどして得た時間でもよい。
【００５２】
　伝搬遅延時間Ｄ３は、遅延付加部５６で、遠端側から近端側に向けて送信されて音声信
号（遠端話者の音声信号）に付与する遅延時間である。後述するように、遠端側から近端
側に向けて送信されて音声信号は、伝搬遅延時間Ｄ３が付与されて、エコーレプリカ生成
部５５に与えられる。
【００５３】
　なお、伝搬遅延時間Ｄ３の導出方法は、式（２）に限定されない。実際には誤差が生じ
得ることを考慮して、ある程度少なめの伝搬遅延時間を付加してもよい。例えば、式（２
）の右辺で、所定時間を減算する等してもよい。
【００５４】
　［伝搬遅延時間推定部の内部構成の一例］
　図３は、第１の実施形態に係る伝搬遅延時間推定部５１の内部構成の一例を示す内部構
成図である。なお、伝搬遅延時間推定部５１の内部構成は、図３に限定されない。
【００５５】
　図３において、往復伝搬遅延時間計測部５１１は、近端側ネットワーク７を介して、近
端側送受話装置２を宛先とする確認信号（例えばｐｉｎｇ信号）を送信する確認信号送信
部６１と、近端側ネットワーク７を介して近端側送受話装置２から応答があった確認信号
（ｐｉｎｇ信号）を受信する確認信号受信部６２と、受信した確認信号に基づいて、往復
伝搬遅延時間を計測する往復伝搬遅延時間計測部６３を有する。
【００５６】
　計測された往復伝搬遅延時間は、装置内遅延時間推定部５１３及び又は遅延時間推定部
５１４に与えられる。
【００５７】
　伝搬遅延時間計測部５１２は、音声特徴信号記憶部７１、音声特徴信号送信部７２、遅
延時間測定部７３、遅延付加部７４、レベル比較部７５、相関分析部７６を有する。
【００５８】
　音声特徴信号記憶部７１は、例えばパルス波形などのような特徴形状を有するパターン
形状を記憶する。なお、上述したように、音声特徴信号は生成されてもいし、遠端話者の
音声信号から抽出したものでよい。ここでは、説明を容易にするために、事前に特徴的な
パターン形状が保持されている場合を例示している。
【００５９】
　音声特徴信号送信部７２は、近端側送受話装置２と遠端側送受話装置３との音声通信開
始時又は直後に、当該近端側送受話装置２を宛先として音声特徴信号を送信する。
【００６０】
　遅延時間測定部７３は、近端側ネットワーク７を介して、近端側送受話装置２が送出さ
れてきた近端信号（音声特徴信号、エコー信号が含まれる信号）を受信し、当該近端信号
と、近端側送受話装置２宛に送信した音声特徴信号とに基づいて遅延時間を求め、遅延付
加部７４に与える。この遅延時間を求める方法は、様々な方法を適用できる。例えば、所
定時間内において、近端信号の特徴的なピーク発生時刻と、音声特徴信号の特徴的なピー
ク発生時刻との差分値を求める方法としても良い。又例えば、近端信号と音声特徴信号と
の相互相関により求めてもよい。
【００６１】
　遅延付加部７４は、遅延時間測定部７３で求まった遅延時間を音声特徴信号に付与して
、レベル比較部７５に与える。すなわち、遅延時間測定部７３で求まった遅延時間だけ、
近端側送受話装置２宛に送信した音声特徴信号を遅延される。
【００６２】
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　レベル比較部７５は、近端側送受話装置２が送出されてきた近端信号と、近端側送受話
装置２宛に送信した音声特徴信号とのパワー（レベル）を比較して、両者の比に相当する
信号を音声特徴信号に乗算して相関分析部７６に与える。つまり、遅延時間及びレベルが
正規化された音声特徴信号が相関分析部７６に与えられる。
【００６３】
　相関分析部７６は、近端側送受話装置２が送出されてきた近端信号と、近端側送受話装
置２宛に送信した音声特徴信号との相関関係に基づいて、エコー成分を検出する。このと
き、ハイブリッド回路２１の特徴データが記憶されており、特徴データとの相関関係によ
りエコー成分が検出されるようにしてもよい。エコー成分が検出されると、その時点の遅
延時間が、装置内遅延時間推定部５１３及び又は遅延時間推定部５１４に与えられる。
【００６４】
　なお、装置内遅延時間推定部５１３は、上述したように、往復伝搬遅延時間計測部５１
１により計測された往復伝搬遅延時間と、伝搬遅延時間計測部５１２により計測された遅
延時間とに基づいて、当該近端側送受話装置２内の遅延時間を導出する。
【００６５】
　遅延時間推定部５１４は、当該近端側送受話装置２の装置内遅延時間と、往復伝搬遅延
時間計測部５１１により計測された往復伝搬遅延時間とに基づいて、伝搬遅延時間を推定
して、遅延付加部５６に与える。
【００６６】
　［装置内遅延時間保持部］
　装置内遅延時間保持部５４は、伝搬遅延時間推定部５１により計測された装置内遅延時
間を保持する。例えば、近端側送受話装置２が複数の近端側電話端末４－１を収容してい
る場合には、その通話する近端側電話端末４－１毎に装置内遅延時間を保持するようにし
てもよい。より具体的には、近端側電話端末４－１の識別情報と、伝搬遅延時間推定部５
１により計測された装置内遅延時間とを対応付けて保持する。
【００６７】
　［遅延付加部］
　遅延付加部５６は、伝搬遅延時間推定部５１により推定された伝搬遅延時間を、遠端側
ネットワーク６を介して受信した、遠端側から近端側に向けて送出される遠端話者の音声
信号に付加し、エコーレプリカ生成部５５に与える。
【００６８】
　その時点での近端側ネットワーク７における遅延を考慮した伝搬遅延時間を、遠端話者
の音声信号に付与してエコーレプリカ生成部５５に与えるため、リモート装置１に搭載し
たエコーキャンセラ装置１１でも、エコーレプリカ生成部５５でのエコーテイルの時間長
を長くしなくても、近端側送受話装置２内にエコーキャンセルを搭載したときと同程度の
処理量でエコーレプリカを生成できる。
【００６９】
　換言すると、揺らぎ遅延が生じ得る近端側ネットワーク７を介することで、往復伝搬遅
延時間が長くなるので、エコーテイルの時間長が長くなり、それに伴い、適応フィルタの
適応フィルタ長を大きくし、処理量が増大することが考えられる。しかし、このように、
伝搬遅延時間を遠端話者の音声信号に付与することで、エコーの予測に係るエコーテイル
の時間長を、近端側送受話装置２内にエコーキャンセルを搭載したときと同程度にしてエ
コーレプリカを生成できる。
【００７０】
　なお、遅延付加部５６は、到着保証部５６１を有しており、到着保証部５６１は、遠端
側ネットワーク６において遠端側から近端側に向けて送信されてきた信号の順序を正した
り、又は重複する信号を廃棄したりする。例えば、到着保証部５６１は、音声信号のフレ
ーム番号に基づいて、遠端側ネットワーク６から受信した信号の順序の乱れを正す。
【００７１】
　［順序入替／重複検出部］
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　順序入替／重複検出部５２は、近端側ネットワーク７を介して、近端側から遠端側に向
けて送信される近端信号を入力し、近端信号を減算部５３に出力する。ここで、近端側ネ
ットワーク７がＩＰ網などであるときには、近端側ネットワーク７において揺らぎや遅延
が生じ得る。そのような場合、順序入替／重複検出部５２は、近端側ネットワーク７から
受信した信号に、揺らぎや遅延が生じているときには、順序入替や重複に関する入替／重
複情報を、エコーレプリカ生成部５５に報告する。これにより、エコーレプリカ生成部５
５では、入替／重複情報に基づいて、遠端側から近端側に向けた信号の順序を正し、エコ
ーレプリカを生成することができる。
【００７２】
　［エコーレプリカ生成部］
　エコーレプリカ生成部５５は、例えば適応フィルタなどを有しており、エコーレプリカ
（疑似エコー）信号を生成するものである。例えば、エコーレプリカ生成部５５は、遅延
付加部５６を通じて、遠端側ネットワーク６を介して入力した遠端側から受信した受信信
号を適応フィルタに入力して、エコーレプリカ（疑似エコー）信号を形成し、そのエコー
レプリカ信号を減算部５３に出力する。なお、エコーレプリカ信号の生成方法は、特に限
定されず、様々な手法を広く適用できる。
【００７３】
　［減算部］
　減算部５３は、近端側ネットワーク７を介して、近端話者から遠端話者に向けて送出さ
れた近端信号が入力されると、近端信号からエコーレプリカを減算し、エコー成分を除去
する。減算部５３において除去しきれずに残っているエコー成分を含む除去後信号は、エ
コーレプリカ生成部５５の適応フィルタにフィードバックされ、エコーレプリカ生成部５
５における適応フィルタの係数更新に寄与される。これにより、エコーレプリカの精度が
向上する。
【００７４】
　（Ａ－２）第１の実施形態の動作
　次に、第１の実施形態に係るエコーキャンセラ装置１１における処理動作を、図面を参
照しながら説明する。
【００７５】
　図２において、近端側送受話装置２と遠端側送受話装置３との間で音声信号（音声デー
タ）の相互通信が開始されると、エコーキャンセラ装置１１の伝搬遅延時間推定部５１で
は、当該近端側送受話装置２とエコーキャンセラ装置１１との間の伝搬遅延時間の推定処
理が実施される。
【００７６】
　伝搬遅延時間推定部５１では、往復伝搬遅延時間計測部５１１によって、近端側ネット
ワーク７を介した近端側送受話装置２とエコーキャンセラ装置１１との間の往復伝搬遅延
時間が計測される。往復伝搬遅延時間は、常時かつ複数回計測される。
【００７７】
　また、伝搬遅延時間推定部５１では、伝搬遅延時間計測部５１２によって、近端側送受
話装置２を宛先とする音声特徴信号が、近端側ネットワーク７を介して、近端側送受話装
置２に送信され、近端側送受話装置２から戻ってきた信号と、当該音声特徴信号との相関
関係によりエコー成分を検出し、音声特徴信号に基づく伝搬遅延時間が計測される。
【００７８】
　そして、装置内遅延時間推定部５１３によって、往復伝搬遅延時間計測部５１１により
計測された往復伝搬遅延時間と、伝搬遅延時間計測部５１２により計測された遅延時間と
に基づいて、当該近端側送受話装置２に関する装置内遅延時間が導出される。この装置内
遅延時間は、装置内遅延時間保持部５４に保持される。
【００７９】
　その後、遠端側電話端末４－２において遠端話者の音声が入力されると、遠端話者の音
声信号（音声データ）が遠端側送受話装置３のハイブリッド回路３１を通り、音声信号を
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含むパケットが遠端側ネットワーク６に送信される。
【００８０】
　遠端話者の音声信号を含むパケットは、遠端側ネットワーク６を介してリモート装置１
に受信され、当該パケットに含まれる音声信号がエコーキャンセラ装置１１の遅延付加部
５６に入力する。
【００８１】
　また同時に、音声信号を含むパケットは、伝搬遅延時間推定部５１を経由して近端側ネ
ットワーク７に送信され、近端側ネットワーク７を介して近端側送受話装置２に受信され
る。そして音声信号がハイブリッド回路２１に入力する。その後、音声信号が、近端側送
受話装置２のハイブリッド回路２１を通り、近端側電話端末４－１に与えられ、近端側電
話端末４－１から音声が出力される。
【００８２】
　ハイブリッド回路２１では、音声信号の一部が反射し、エコー経路で発生したエコーが
、近端側電話端末４－１から入力する音声信号に混ざり、近端側送受話装置２の装置内を
通って、エコーを含む音声信号を有するパケットが近端側ネットワーク７に送信される。
そして、当該パケットは、近端側ネットワーク７を介してリモート装置１に受信され、エ
コーを含む音声信号がエコーキャンセラ装置１１に入力する。
【００８３】
　エコーキャンセラ装置１１では、エコーを含む音声信号が伝搬遅延時間推定部５１を経
由して、順序入替／重複検出部５２に入力し、順序入替／重複検出部５２によって、音声
信号の順序や重複に関して確認される。音声信号の順序が誤っていたり、重複が生じてい
るときには、その検出結果がエコーレプリカ生成部５５に報告される。なお、重複してい
る場合、重複している信号を廃棄してもよい。
【００８４】
　一方、エコーキャンセラ装置１１の伝搬遅延時間推定部５１では、遅延時間推定部５１
４によって、当該近端側送受話装置２の装置内遅延時間と、往復伝搬遅延時間計測部５１
１により計測された往復伝搬遅延時間とに基づいて、伝搬遅延時間が推定される。
【００８５】
　そして、推定した伝搬遅延時間が遅延付加部５６に与えられる。遅延付加部５６では、
受信していた遠端側送受話装置３からの音声信号に、通知された遅延時間を付与した後、
エコーレプリカ生成部５５に音声信号を与える。
【００８６】
　エコーレプリカ生成部４４では、遅延付加部５６により伝搬遅延時間を付与した、遠端
側送受話装置３からの音声信号と、近端側送受話装置２からの音声信号が入力され、近端
側送受話装置２のハイブリッド回路２１で発生するエコーを予測してエコーレプリカを生
成する。
【００８７】
　生成されたエコーレプリカは、順序入替／重複検出部５２から報告された検出結果に基
づき順序入替／重複に対応するように順序入替などが正された後、減算部５３に出力され
る。そして、順序入替／重複検出部５２から出力されるエコーを含む音声信号から、エコ
ーレプリカを減算して、音声信号に含まれるエコー成分が除去される。
【００８８】
　エコーキャンセル後の音声信号を含むパケットは遠端側ネットワーク６へ送信される。
また、エコーキャンセル後の音声信号は、エコーレプリカ生成部５５へフィードバックさ
れ、エコーパス情報の更新に使用される。
【００８９】
　遠端側ネットワーク６へ送信された、エコーキャンセル後の音声信号を含むパケットは
、遠端側送受話装置３で受信されて、音声信号がハイブリッド回路３１を通り、遠端側電
話端末４－２から音声が出力される。
【００９０】
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　（Ａ－３）第１の実施形態の効果
　以上のように、第１の実施形態によれば、送受話装置にエコーキャンセラを設けなくて
も、近端側ネットワークと遠端側ネットワークとに接続する装置（リモート装置）にエコ
ーキャンセラを設けることで、音声信号に含まれるエコーを除去することができる。これ
により、送受話装置はエコーキャンセルを行うためのリソースを省くことができ、送受話
装置の小型化や省電力化が可能となる。
【００９１】
　また、第１の実施形態によれば、遅延付加部によって、エコーキャンセラと近端側送受
話装置との間の伝搬遅延時間だけ、遠端側からの音声信号を遅延させて、エコーレプリカ
生成部に与えることで、エコーテイル長を長くせずとも良く、近端側送受話装置にエコー
キャンセラを配備した場合とさほど変わらない処理量でエコーレプリカ生成を作成できる
。
【００９２】
　（Ｂ）第２の実施形態
　次に、本発明に係る伝搬遅延時間推定装置及びプログラム、並びに、エコーキャンセラ
、エコーキャンセルプログラム及びエコーキャンセル方法の第１の実施形態を、図面を参
照しながら詳細に説明する。
【００９３】
　（Ｂ－１）第２の実施形態の構成
　図４は、第２の実施形態に係る音声通信系の全体的な構成を示す全体構成図である。
【００９４】
　図４において、第２の実施形態の音声通信系１０Ａは、第１の実施形態の図２と同様に
リモート装置１にエコーキャンセラ装置１１が存在することに加え、近端側送受話装置２
内にエコーキャンセラ２２が存在する系である。
【００９５】
　汎用的な送受話装置には、エコーキャンセラが内蔵されているものも多く、通常は、図
４に例示するような音声通信系となる。つまり、ここでは、エコーキャンセラが多段接続
されるような系を想定している。
【００９６】
　一般的なエコーキャンセラのアルゴリズムは、このような多段接続状態においてもエコ
ーをキャンセルすることが可能である。近端側送受話装置２内のエコーキャンセラ２２の
性能が低く、十分にエコーキャンセルできていない場合などにおいて、リモート装置１の
エコーキャンセラ装置１１は補助的なエコーキャンセルとして動作することができる。
【００９７】
　ここで、エコーキャンセラ装置１１の伝搬遅延時間推定部５１では、伝搬遅延時間計測
部５１２による伝搬遅延時間を計測する際に、近端側送受話装置２内のエコーキャンセラ
２２による悪影響が懸念される。
【００９８】
　伝搬遅延時間計測部５１２による伝搬遅延時間が実施される音声通信開始直後は、エコ
ーキャンセラ装置１１のエコーパス情報の学習が不完全であり、エコー成分を除去できな
い。
【００９９】
　仮に、図４に例示するように、近端側送受話装置２内にエコーキャンセラ２２が備わっ
ている場合においても、伝搬遅延時間計測部５１２による伝搬遅延時間を計測する時点で
は、近端側送受話装置２のエコーキャンセラ２２でもエコーを打ち消すことができず、エ
コー信号がエコーキャンセラ装置１１まで伝わることになる。したがって、図４に例示す
る多段接続の場合でも、基本的には、第１の実施形態で説明した伝搬遅延時間推定部５１
による処理が有効に機能することが期待できる。
【０１００】
　しかし、エコーキャンセラが多段接続される系で生じ得る悪影響を、より効果的に回避
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できるようにすることが要求される。
【０１０１】
　そこで、第２の実施形態では、近端側送受話装置２に搭載されるエコーキャンセラ２２
が、自装置（エコーキャンセラ２２）のエコーキャンセル機能を無効化する無効化制御部
２２１を有する。
【０１０２】
　エコーキャンセラ２２の無効化制御部２２１は、近端側ネットワーク７を介して、エコ
ーキャンセラ装置１１の伝搬遅延時間推定部５１が送出した音声特徴信号を検出したとき
に、一時的に又は常時、自装置（エコーキャンセラ２２）のエコーキャンセル機能を無効
化する。
【０１０３】
　このとき、例えば、エコーキャンセラ装置１１と近端側送受話装置２との間で、音声特
徴信号に関する情報を共有しておき、エコーキャンセラ２２側においても、音声特徴信号
の特徴形状を認識可能としてもよい。
【０１０４】
　また、無効期間は、伝搬遅延時間計測部５１２による伝搬遅延時間の計測時間に相当す
る時間としてもよいし、常時自己のエコーキャンセル機能を無効としてもよい。
【０１０５】
　これにより、少なくとも、エコーキャンセラ装置１１の伝搬遅延時間推定部５１による
伝搬遅延時間の導出処理を有効に機能させることができる。つまり、エコーキャンセラが
多段接続する系であっても、第１の実施形態で説明した効果を有効に機能させることが期
待できる。
【０１０６】
　（Ｂ－２）第２の実施形態の効果
　以上、第２の実施形態によれば、第１の実施形態で説明した効果に加えて、既存の送受
話装置を用いた場合においても、エコーキャンセラを使用することが可能である。
【０１０７】
　（Ｃ）他の実施形態
　上述した第１及び第２の実施形態においても種々の変形実施形態を言及したが、本発明
は、以下の変形実施形態にも適用できる。
【０１０８】
　（Ｃ－１）上述した各実施形態では、本発明の伝搬遅延時間推定部を、電話回線におけ
る回線エコーを消去するエコーキャンセラに適用した例について説明したが、音響エコー
（例えば、会議システムなどでスピーカとマイク間の音響結合で発生するエコー）を消去
するエコーキャンセラに適用しても良い。
【０１０９】
　（Ｃ－２）上述した各実施形態では、伝搬遅延時間推定部を、エコーキャンセラに適用
した例について説明したが、ある信号を送出して反射されて戻ってくるまでの伝搬遅延時
間を測定するシステムなどにも適用可能である。
【０１１０】
　（Ｃ－３）伝搬遅延時間推定部５１における伝搬遅延時間計測部５１２の構成は、第１
の実施形態で説明した構成に限らない。伝搬遅延時間計測部５１２が、近端側送受話装置
宛に音声特徴信号を送信し、戻ってきた信号と、その音声特徴信号に基づいてエコー成分
を検出し、エコー成分の遅延時間を計測できる構成であれば、様々な構成をとることがで
きる。
【符号の説明】
【０１１１】
　１０…音声通信系、１…リモート装置、２…近端側送受話装置、３…遠端側送受話装置
、４－１…近端側電話端末、４－２…遠端側電話端末、６…遠端側ネットワーク７…近端
側ネットワーク、
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　１１…エコーキャンセラ装置、５１…伝搬遅延時間推定部、５１１…往復伝搬遅延時間
計測部、５１２…伝搬遅延時間計測部、５１３…装置内遅延時間推定部、５１４…遅延時
間推定部、５２…順序入替／重複検出部、５３…減算部、５４…装置内遅延時間保持部、
５５…エコーレプリカ生成部、５６…遅延付加部。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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